
JP 2010-268440 A5 2013.5.16

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月1日(2013.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部と、フローティングディフュージョン部と、前記光電変換部で発生した電荷
を前記フローティングディフュージョン部へ転送する転送部と、前記フローティングディ
フュージョン部の電位に応じた信号を出力する出力部とをそれぞれ含む複数の画素が配列
された画素配列と、
　前記出力部から信号が出力される信号線と、
　ドレインが前記信号線に接続され、ソースが第１の基準電位に接続された負荷トランジ
スタと、
　前記負荷トランジスタのゲートに接続された第１の電極と、第２の基準電位に接続され
た第２の電極とを含む容量素子と、
を備え、
　前記信号線は、前記光電変換部が配された半導体基板の表面に垂直な方向から見た場合
に、前記第１の電極に重ならないように配されている
ことを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　前記容量素子へバイアス電圧を供給する供給部と、
　オンすることにより前記第１の電極と前記供給部とを接続し、オフすることにより前記
第１の電極と前記供給部との接続を遮断するスイッチと、
をさらに備え、
　前記容量素子は、前記スイッチがオンしている期間に前記バイアス電圧が前記供給部に
より供給され、前記スイッチがオフしている期間に前記バイアス電圧を保持するとともに
前記負荷トランジスタのゲートに供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　前記画素配列には、前記容量素子が接続された前記負荷トランジスタが接続された前記
信号線が複数設けられ、
　複数の前記容量素子の前記第２の電極には、共通の前記第２の基準電位が接続されてい
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ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光電変換装置。
【請求項４】
　前記容量素子の容量値をＣｈとし、前記信号線と前記第１の電極との間のカップリング
容量の容量値をＣｐとするとき、Ｃｐ／Ｃｈ＜１／５００である
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項５】
　光電変換部と、フローティングディフュージョン部と、前記光電変換部で発生した電荷
を前記フローティングディフュージョン部へ転送する転送部と、前記フローティングディ
フュージョン部の電圧に応じた信号を出力する出力部とをそれぞれ含む複数の画素が配列
された画素配列と、
　前記出力部から信号が出力される信号線と、
　ドレインが前記信号線に接続され、ソースが第１の基準電位に接続された負荷トランジ
スタと、
　前記負荷トランジスタのゲートに接続された第１の電極と、第２の基準電位に接続され
た第２の電極とを含む容量素子と、
　前記信号線と前記第１の電極との間に配され、固定電位に接続されたシールドと、
を備えたことを特徴とする光電変換装置。
【請求項６】
　前記容量素子へバイアス電圧を供給する供給部と、
　オンすることにより前記第１の電極と前記供給部とを接続し、オフすることにより前記
第１の電極と前記供給部との接続を遮断するスイッチと、
をさらに備え、
　前記容量素子は、前記スイッチがオンしている期間に前記バイアス電圧が前記供給部に
より供給され、前記スイッチがオフしている期間に前記バイアス電圧を保持するとともに
前記負荷トランジスタのゲートに供給する
ことを特徴とする請求項５に記載の光電変換装置。
【請求項７】
　前記固定電位は、グランド電位である
ことを特徴とする請求項５又は６に記載の光電変換装置。
【請求項８】
　前記画素配列には、前記容量素子が接続された前記負荷トランジスタが接続された前記
信号線が複数設けられ、
　複数の前記容量素子の前記第２の電極には、共通の前記第２の基準電位が接続されてい
る
ことを特徴とする請求項５から７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項９】
　前記容量素子の容量値をＣｈとし、前記信号線と前記第１の電極との間のカップリング
容量の容量値をＣｐとするとき、Ｃｐ／Ｃｈ＜１／５００である
ことを特徴とする請求項５から８のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の光電変換装置と、
　前記光電変換装置の撮像面へ像を形成する光学系と、
　前記光電変換装置から出力された信号を処理して画像データを生成する信号処理部と、
を備えたことを特徴とする撮像システム。
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